
140-参-行財政改革・税制等に関…-3号 平成 09年 06月 04日 
 
○峰崎直樹君 民主党・新緑風会の峰崎でございます。 
 今回、金融監督庁の設置法案、関連法案を含めて議題になっているわけでありますが、

この法案が出ざるを得なかった背景というのは、言うまでもなくバブルの問題があったと

思います。 
 そこで、大蔵大臣、またきょうはちょっと日銀からも来ていただいているんですが、簡

潔で結構でございますので、このバブルをもたらしてきた背景というのは一体どこら辺に

あったのだろうかということを最初にお答えいただければと思います。 
 
○国務大臣（三塚博君） 簡潔に言うのが一番難しい質問でございました。それでも簡潔

に要約をさせていただきます。 
 バブルの原因についてはいろいろ専門的な分析が行われておりまして、立場立場の御意

見もございます。一概にこうだと断定できることの難しさは御理解いただけるものと存じ

ます。 
 私の受けとめ方といたしましては、一つは、社会一般に経済についてのかなり強気の期

待があったこと、第二点、リスク管理が不十分なままに金融機関が巨額の資金を供給し、

それが株式、土地に流れ込んだこと、その結果、経済価値では説明のできない資産価格の

上昇につながったのではないのか、こう言えると思っております。 
 歴史の厳然たる事実はだれも否定ができ得ないことであります。大きな反省として、ま

た糧としなければならないと考えておる次第であります。 
 
○参考人（山口泰君） お答え申し上げます。 
 いわゆるバブルと言われますような現象は、やはり経済の将来、経済の前途について非

常に楽観的な見方が支配的になったときに生じやすいというふうに考えております。 
 一九八〇年代の後半になぜそういうような楽観的な見方、大臣のお言葉を拝借しますと

強気の見方が支配的になったのかということを考え直してみますと、幾つかの要素があっ

たと思います。例えば自由化、国際化が進みまして経済環境の変化が急激に起こりつつあ

ったこと、また首都圏への経済の一極集中が進みつつあったこと、それから土地について

の法制、税制といったような要因とか、いろいろなことが絡み合いながら、そういう将来

についての強気の見方が生まれていったと思います。そうした中で、長期にわたる金融緩

和ということにもその原因の一端があったというふうに理解しております。 
 
○峰崎直樹君 一般的なお話は多分そうだろうと思うんですが、金融と財政の関係という

点では、あのプラザ合意以降の経済政策が一体どうだったのかということで、実は本会議

でも、金融と財政はきちっと分離すべきだろうという意味で質問をさせていただいたわけ

 1



であります。 
 私はもう一つ、先ほど大蔵大臣は、リスク管理が非常に不十分だったとおっしゃいまし

たが、実はその根底には、どうも七〇年代に入って日本の経済が、お金が足りない、資金

が絶えず不足の経済から資金が過剰な経済に移っていってしまったんじゃないかと。 
 そのときに、護送船団と言われて、一番もうけの悪いところでももうけが上がるように、

いや何とかやっていけるような護送船団行政から本当は変わらなきゃいけなかった。とこ

ろが、依然として手とり足とり、はしの上げおろしまで含めて全部面倒を見ていたと言わ

れている。そこが金余り 
現象になってきた。さあ、お金をどこに貸していいのやら、実はそのリスクをどうとって

いいかもよくわからないままに駆けてきた。 
 そこに実は今回のバブル――もちろんバブル一般は、先ほど山口理事がおっしゃいまし

たように何回も何回も世界的にも過去起きてきているわけでありますから、それが起きて

くる直接的な原因ではなくて、今回の日本の場合に、やはりそこの金余りといったところ

の現象は、依然として日本の経済は今変わっていないんじゃないかと思うんですが、その

点、大蔵大臣はいかがに考えますか。 
 つまり、この問題が起きた七〇年代後半から資金不足から資金過剰になっている。その

資金過剰であるという構造は変わっているのか変わっていないのか、その点はいかがです

か。 
 
○国務大臣（三塚博君） お答えします。 
 七〇年代は過剰流動性、いわゆる過剰な資金が流れを求めて動いたときに金融システム

という観点でルールというもの、これはリスク管理の基本的な問題であるわけですが、私

の知り得た範囲でびっくりした一つに、その当時、一部の銀行を除いてほとんどの銀行が

管理部というのがなくなってしまった。お金は人様からお預かりしたものでございますか

ら、必ず返るという基本を踏まえて貸さなければなりません。そういうことからいいます

と、管理部門がなくなることによって、担保をとったにいたしましても七〇％を見るとい

うのは最低の常識、それを超えて一〇〇も一二〇もということであった時代でありました。 
 その反省の中で、バブルの時代、六十二年から六十三年、平成元年と流れるわけであり

ますが、その反省が生かされておらなかったのではないだろうか。この点は率直に認める

ところです。 
 しからば、ただいま余っておるのかというと、余るという表現はなかなか難しい、とら

えどころが基本的にただいまの御質疑だけでは難しいのでありますが、私は、不良債権の

解消、是正に向けて最大の努力をしておるという意味で、金余りというのはただいまのと

ころはないのではないか、ぎりぎりいっぱいの経済運営ではないのかと。 
 参考人がいますから、日銀の方にでもお聞きください。 
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○峰崎直樹君 今の不況の中で金がどうなっているかと言っているのじゃなくて、かつて

の規制金利を加えていたような時代からもう既に――そういう金余りと言っているのは、

金がじゃぶじゃぶそこにうろちょろしているという意味じゃなくて、どこに貸していいの

かというときに、借りたい借りたいという人がたくさんいて、ある意味では貸し手市場に

なっているかという意味で、実は構造的な問題でいえば、私はそこは変わっていないだろ

うと思うんです。 
 一番典型的なのはあの住専だったんですよ。農協系金融機関の中で一番問題を起こした

県信連をずっと調べてみますと、埼玉だとか千葉だとか、あるいは静岡だとか東京だとか、

要するに農業地帯以外のところで、恐らく多分農地を売って、そしてそのときのお金がわ

あっと行って、どこに貸し付けていいかわからない。 
 ですから、そういう一般的な、中小金融やさまざまな問題を含めて、どういうリスクを

とってどういうところに貸していいのかという技術、テクニックといいますか、そういう

手法というものが日本の今日の金融機関の中にでき上がっていなかったというところがや

はり一番大きかったのではないかと思うんですが、もし大蔵当局の方で何か御意見がござ

いましたら、その点の構造は僕は変わっていないと見ているんですが、どう考えますか。 
 
○政府委員（武藤敏郎君） 金融機関側の貸し出し行動におきまして資金需要というもの

とのマッチが必ずしもうまくいかなくて、ミスマッチがあって、そこでリスク管理が不十

分なまま土地とか株式とかいうものに大量に資金が流れ込んだためにバブルが発生したと

いったような意味合いにおきましては、そういう事実があったのではないかというふうに

我々も考えております。 
 先ほど大臣からお話がありましたとおり、まさにそのバブルの発生の過程におきまして

はそういうことがあったわけでございますけれども、一方で、現在もそうでございますけ

れども、金余りという言葉と直結はしないかもしれませんが、金融緩和の状態にあるとい

うことがまたその背景にあったというのもこれまた事実かなというふうに思っております。 
 
○峰崎直樹君 こういう質問をしているのは、つまり金融監督行政の中で、先ほどもちょ

っと鈴木委員の方からありましたように、農協系にしたって農林省と共管だと思います、

あるいは労働金庫は労働省と共管だと。後でちょっと述べますが、国際競争でグローバル

に金融が動いているときに、このような金融機関あるいはそういう国際的な動きにも対応

できるだけの能力を果たして持っているんだろうか、そこの心配を大変持っているわけで

す。 
 その意味で、私ども民主党の場合は、金融行政というのはやっぱり一元化すべきである

という主張をしてきたのは、実は私はそこに大きな構造転換の時期に来ているのではない

かということを主張しているわけであります。 
 時間もありませんから、そこで今度は、そういうかつて大蔵省を中心とした護送船団行
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政と言われているものが一体どういう結果をもたらしたのかということは、先ほど大蔵大

臣がおっしゃったように、そこの中でリスクをどういうふうにとっていいのか。リスクに

もいろんなリスクがありますね、信用リスクもあればあるいは期間リスクもあれば、さま

ざまなリスクがあると思うんですが、そのリスクをとるための技術というものが金融産業

の重要な柱になっているというふうに今日言われているわけであります。そこでちょっと、

そういう技術の中で新しくデリバティブとかセキュリタイゼーションとか、さまざまない

わゆる金融派生商品も出ております。さらにもう一つ、パソコンなどの電子技術を通じて、

あるいはコンピューターを通じてデジタルマネーといったようなことも出てきているわけ

でございます。 
 さて、こういうふうに金融技術と言われているものが通信手段とかあるいは信用リスク

のとり方を含めて大きく変わっているときに、こういう検査に果たして今後の金融検査監

督庁が十分対応できる力を持っているんだろうかということについて私は改めてお聞きし

てみたいんです。現在は大蔵省でございますが、これができ上がった後は総務庁になるん

でしょうか。それぞれ、もしわかればお聞きしたい。 
 
○政府委員（畠中誠二郎君） お答えいたします。 
 順序が逆になるかもしれませんが、でき上がった後どうするかという問題についてお答

えいたします。 
 委員御指摘のとおり、金融の自由化とか国際化の進展に伴いまして、デリバティブ等の

業態間にまたがる金融サービスが出現してきております。また、金融機関の抱えるリスク

が多様化、複雑化しておりまして、リスク管理も高度化してきております。このような金

融の高度化、複雑化に検査監督体制も対応していくべきであることは言うまでもないこと

でございます。 
 まだできておりませんが、できた後の金融監督庁におきましては、このような検査監督

を専門的に行う機関としましてその事務を的確に遂行していくため、職員に対する研修の

充実等を通じまして、このような金融の高度化とか複雑化に対応した研さん、職員の育成

等、その専門能力の向上を図っていく必要があるというふうに考えております。 
 
○政府委員（中川隆進君） お答えを申し上げます。 
 今御指摘の、新しい、また複雑な商品の中でも特に昨今増加しておりますデリバティブ

取引等、いわゆるオフバランス取引、市場関連取引といったものについての検査をちゃん

とやっているのか、検査官の研修はきちっとやっているか、そういう御趣旨であろうかと

いうふうに思うわけでございます。 
 今申し上げましたような取引が昨今非常にふえてきております。私どもといたしまして

も、そう 
した新しい取引の増加にどう対応するかというのは従来からの大きな課題でございます。
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もちろん、当局の検査はそういう商品の仕組みを検査するというわけではありません。こ

れはもう規制緩和でどんどん新しい商品が出てまいりますが、今、委員御指摘のとおり、

そういうリスクのある取引について、リスク管理の状況がどうなっているか、金融機関み

ずからがきちっとリスク管理ができているかどうか、経営者を含めてそういうリスクの量

をきちっと把握しているかどうか、そういうチェックが我々の義務であろうというふうに

認識しております。実際上も、検査官に対しまして非常に複雑なチェックリストを用意い

たしまして、限られた期間内にチェックする必要がありますから、そういうことで幅広い

チェックをやってリスク管理の状況を把握しているわけでございます。 
 また、これらの新しい商品の研修につきましても、現在相当時間を割いて、限られた定

員ではございますけれども、その時間の範囲内で相当重点的に研修等に努めているところ

でございます。 
 
○峰崎直樹君 護送船団方式、そういうふうに通常言われているわけでありますが、いわ

ゆる裁量型の行政から今度はルール型の行政に変わろうとしているわけですね。そうする

と、ルール型になると、これまでの検査と言われているものに要する人員といいますか、

人数といいますか、能力といいますか、そういうものが必然的に高まらざるを得ないとい

うふうに思うんですが、例えばアメリカなどでは金融検査に当たっている人の数は何人ぐ

らいいらっしゃるんでしょうか、ちなみに。 
 
○政府委員（白須光美君） お答え申し上げます。 
 先ほど大蔵省の方からも申し上げましたとおり、アメリカの場合監督組織が三層構造に

なっているといったような問題がございますが、その中心になっておりますいわゆる国法

銀行を対象といたしておりますＯＣＣ、通貨監督局におきましては、約二千三百五十人と

いうように承知をいたしております。 
 
○峰崎直樹君 それはＯＣＣだけだからだと思うんです。トータルとすると恐らく一万人

近い人数を要しているというふうに私どもはちょっと聞いておるんですが、その正確な数

字は全体としていっかまたお聞きしたいと思います。 
 そういう意味では、恐らくこれからの金融行政をやる場合の陣容とか体制というのはも

っとやはり強化をせざるを得ない状況になってきているだろうというふうに私は思ってい

るわけであります。 
 さて、またそっちの方は別にして、そういう人材育成をする場合に、先ほど内部の研修

とかおっしゃっていましたが、何か抜本的に教育の中に、きょうは文部省ちょっと見えて

おりませんが、例えば大学院教育といったところ、あるいは社会人をもう一遍リカレント

教育をするとか、そういう人員の育成といったようなことについて何らかの考えがあるの

か。 
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 あるいは、さらに今日では、単に監督というのは、この金融監督庁だけじゃなくて、監

査法人の果たす役割が非常に大きいだろうと思うんです。ですから、ことしの一月だった

でしょうか、京樽という会社が倒産をしたんです。そのときの監査法人は、粉飾決算なん

かもうやつちゃいけないと。たしか、兵庫銀行は朝日法人だったでしょうか、それは非常

に問題だということで訴えられておりました。そういう意味では、公認会計士を中心とし

た役割もまた大きいだろうと思うんですが、そういうところの連携といったようなことに

ついてはどのように考えておられますか。 
 
○政府委員（山口公生君） 今、先生御指摘のように、検査において万全のことをやるつ

もりではございますが、何せ人員等の制約もあり、御指摘のように外部の監査法人等の役

割に期待するところはかなり大きいものだというふうに思わざるを得ません。 
 その点、来年四月からの早期是正措置におきましても、自己査定をやり、その結果は外

部の監査法人にきっちり見ていただくという仕組みでございます。それをまた検査でチェ

ックするというシステムをとらせていただいて、先生の御指摘のような外部の力もかり、

マーケットの力もかり、適正に万全を期していくという考えでございます。 
 
○峰崎直樹君 それと同時に、ぜひともこれからお願いしたいのは、情報公開、つまりデ

ィスクロージャーというものを徹底することがやはり最大の、ある意味ではこういった点

についての検査監督というものの機能を白日のもとにさらけ出す、そしてそれを市場がち

ゃんときちんとルールを監視する、そういうことを基本にぜひとも据えていただきたいと

いうふうに思うわけであります。 
 さて、電子技術のお話を申し上げましたが、最近のデジタル化が金融に与えている影響

というのは大変大きいというふうに言っておりますが、特にデジタル貨幣とかあるいはデ

ジタルクーポンだとか、これが国際的に動いている、国境を越えて動いている。そうする

と、それぞれが金利を勝手にそこで決めたりする。そういうことに対する規制というのは、

コンピューターの中の世界でやっておりますと、きょうはお見えになっておるのでありま

すが、日本銀行の公開市場操作、あるいは公定歩合を決める、こういったことが実質上徐々

に侵食をされていくというようなことについて何らか検討されているような節はあるので

ございましょうか。 
 
○参考人（山口泰君） お答え申し上げます。 
 先生御指摘のデジタルキャッシュ、あるいはもうちょっと広くいわゆる電子マネーと呼

ばれているものが将来もし仮に広く普及するということになりますと、現在使われており

ますお金、いわゆる日銀券でありますとかあるいは一般の預金でありますとか、こういう

ものに取ってかわっていく可能性が出てくるということではないかと思います。 
 その場合に、まさに御指摘いただきましたような問題、例えば金融政策に影響は出るの
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か出ないのか、あるいは決済のシステムに影響が出るのか出ないのか、そういうような問

題が潜んでいるわけでございまして、当然私どももそこには非常に大きな関心を持って現

在の動きを見守っているところでございます。 
 ただ、率直に申しまして、現時点ではいわゆる電子マネーというものがこれからどのよ

うに普及していくのか、結局これは一般の国民の方々あるいは企業がそういうものをどれ

ぐらい便利なものと認識して、急速に使っていくというふうになるのかならないのか、そ

この見通しがはっきりしておりません。これは日本だけはっきりしていないということで

はございませんで、アメリカでもヨーロッパでもそこの見通しは現在のところ極めて不確

実だというふうに言われております。 
 したがいまして、私どもは、金融政策への影響というふうなことを念頭に置きながら、

電子マネーというものの発展の可能性がどれぐらいあるのかということを現在見守らせて

いただいている、こういう状況でございます。 
 
○峰崎直樹君 大蔵省ももちろんそうですし、今度の金融監督庁ができた場合には、ぜひ

ともこの点は大いに調査研究を深めておいていただきたいというふうに思います。 
 さて、財政と金融の関係なんですが、実は私も本会議で質問をしたときに、もうバブル

が終わって数年間たちますでしょうか、この間、銀行の不良債権の処理が非常にもたもた

としておくれていたんではないかと。アメリカのＳアンドＬの処理の後を見ても、とにか

く先送り先送りということで、もたもたしているとそれが実は大変膨大な不良資産を累積

させていったという経過がありました。 
 ですから、この数年のもたもたしていることに対して、これも一体どの程度不良債権が

その後膨らんでいったのかということについて我々はまだ十分つかんでいるわけではあり

ませんが、こういうふうにおくれていく、つまり不良資産の償却がおくれていくという背

景に、法人税の確保をねらっている大蔵省が金融機関にいわゆる無税償却 
とかあるいは有税償却、まあ引当金を積み上げているでしょうから、そういうものをなか

なかやらせない、あるいは赤字決算をさせない。そのために、中にそういうものをため込

んだままずっと今日まで来ているのではないかというふうに言われているわけです。 
 そうすると、これは確実に金融と財政との間の相互の利益相反という問題になってくる

わけでありますが、ある意味ではそういうふうに指摘をされることについて一体どのよう

に大蔵省の方はお考えになっておるのか、その点をお聞きしたいと思います。 
 
○政府委員（堀田隆夫君） お答えを申し上げます。 
 金融機関等がその不良債権の処理を行います場合に貸し倒れ損失とかあるいは債権償却

特別勘定への繰り入れ損失という形をとりますけれども、それが法人税法上損金の額に算

入されるか否かは、これは金融機関も一般事業法人も同じでございますけれども、一律に

適用される税務上の基準を明らかにしておりまして、それに従いまして適正に処理をして
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いるということでございます。 
 税務上の基準あるいは具体的な適用要件というのは、法人税法の基本通達に明らかにし

て運営しているところでございます。したがいまして、税収の観点などから金融機関等の

不良債権の処理を厳しくしているのではないか、計上の基準を厳しくしているのではない

かというような指摘は当たらない、そういう事務運営を行っていることはないということ

でございます。 
 
○峰崎直樹君 じゃ、ちょっと具体的に聞いてみますけれども、一九九四年の七月に兵庫

銀行がノンバンク向けの債権を対象にして設立した有限会社でポートアイランド・アクセ

プタンスというのがございましたね。それに対して金利減免債権を売却した銀行があるん

ですが、それについて九月決算では無税償却というか、そういうことについては認めなか

ったというふうに聞いているんです。これはちょっと細かいことであります。 
 こんな細かいことまで質問するつもりなかったんですが、果たしてこれが、今あなたが

おっしゃった法人税法に基づく基準によってやっていたのかどうか、あるいは、その後あ

る意味ではそういう対応はとらなかったのか。 
 やっぱり大蔵省の中に主税局あるいは主計局、それと金融というものがあるがゆえにど

うしてもそういう仕組みになっていっているんではないか。あるいは現行の会計基準にし

たって、税を取るためにはその仕組みができているけれども国際的な会計基準になかなか

合わないとか、そういう仕組みみたいなものがやはりどうも言わず知らずのうちに中に入

り込んでいるんじゃないかという懸念を持っているわけであります。 
 答弁はよろしゅうございますが、そういう具体的な指摘なども我々のところに来ている

わけでございます。 
 その点、私どもとしてはやはり本当を言えば、監督検査だけじゃなくて企画機能も含め

て、やはり新しく、本来であれば私は金融庁、まあ省でも構わないと思うんですが、大臣

を置く省だっていい。 
 というのは、これは金融の方々はよく御存じですが、金融の改革をすることによって雇

用がすごくふえてくる。つまり、二十一世紀には未来型の産業というのは典型的なのが金

融産業ではないかというふうに言われているわけであります。 
 そういう意味で、昨今、省庁の再編成というところが大きな行革の対象になっています

ので、行革に逆行するからどうも大臣庁を置けなかったというような話も聞くのでありま

すけれども、その点は、金融という問題は未来のリーディング産業の一つなんだというぐ

らい、ビッグバンも恐らくそのことをねらっていらっしゃると思うので、私はやはりそう

いう考え方を持ってしかるべきだろうというふうに思っております。これは私の意見でご

ざいます。 
 最後にちょっとお聞きしておきたいわけであります。 
 昨日の日経新聞の一面に「銀行・証券・保険の相互参入」ということで、昨年、私も保

 8



険業法の問題で大蔵委員会におりましたので、この点について質問をする機会がございま

したが、「九九年度完全自由化」、「持ち株・子会社方式」と。当初二〇〇一年と言われてい

たのですが、少し早めるようでございます。 
 その中で、実は保険の、特に先日、日産生命の業務停止がございました。これは実はい

ろいろな新聞報道を見ると、どうも銀行がその商品を随分売って歩いているんじゃないか

とか、かつての変額保険と同じような形で保険商品をどうも銀行が背後で相当深く関与し

ていたのではないかというふうに言われているわけでありますが、最近、保険審議会、そ

の他金融制度調査会の方でこの問題について、実は銀行が窓口で保険商品を販売するとい

うような動きなども、私どもが地元に帰ると、それらに関係する人たちからも聞いている

わけであります。 
 これは業界という立場でなくて消費者保護という立場で、この点についての今後の展開

はどのように今進みつつあるのか、少し状況をお聞かせ願いたいと思います。 
 
○政府委員（山口公生君） お答え申し上げます。 
 銀行、証券、保険の間の参入を含めました金融システム改革の全体像につきましては、

各審議会で今精力的に御議論いただいておりまして、できれば六月中旬にでも明らかにで

きないかというふうに期待しております。 
 その中で、銀行における保険の窓販という問題もいろいろ御議論いただいております。

顧客サイドから見れば、銀行の窓口でいろんな商品が買えるというのは大変便利なことだ

と。しかし一方、その保険商品というものを銀行という何らかの影響力の強いものが背景

として売っていいものかどうか、あるいはいろいろ社会問題になりましたような誤解され

た売り方がされないだろうかとか、いろいろなまたそういったかなり突っ込んだ議論もさ

れております。 
 まだ結論は出ておりませんが、早急にその辺の結論も出していただきたいということで、

今御審議を願っている最中でございます。 
 
○峰崎直樹君 終わります。 
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